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秦野市建築物の解体工事の事前周知等に関する要綱 

（平成２０年４月 1 日施行） 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、建築物の解体工事に係る計画の事前周知等について必要

な事項を定めることにより、秦野市環境基本条例（平成１２年秦野市条例第

８号）に規定する環境の保全及び創造に係る基本理念に基づき、近隣住民等

の快適な生活環境を守るとともに、良好な近隣関係を維持させることを目的

とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれの各号

に定めるところによる。 

(1) 解体工事 建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第１条第３

号に定める構造耐力上主要な部分の全部又は一部を取り壊す工事をいう。 

(2) 事業者等 解体工事に関する請負契約の発注者及び請負事業者（下請事

業者を含む。）又は請負契約によらないで自らその工事を行う者をいう。   

(3) 近隣住民 解体する建築物の敷地境界線からの水平距離が１５メート

ル以内の範囲において、建築物を所有し、又は権原に基づいて占有する者

並びに解体する建築物の外壁又はこれに代わる柱の面からの水平距離が

その建築物の高さの等倍（秦野市まちづくり条例施行規則（平成１２年秦

野市規則第１３号。以下「規則」という。）第２条第１項第３号に規定す

る住居系地域にあっては２倍）以内の範囲において、建築物を所有し、又

は権原に基づいて占有する者をいう。 

(4) 近隣住民等 近隣住民及び工事関係車両の進入・退出等により、生活環

境に著しい影響を受けることが容易に推測される者として市長が特に必

要と認めるもの 

(5) 紛争 解体工事により生じる騒音、振動、粉じん等が周辺地域の生活環

境に及ぼす影響に関する近隣住民等と事業者等との間の紛争をいう。 

（適用対象） 

第３条 この要綱は、次の各号のいずれかに該当する解体工事について適用す

る。 

(1) 木造建築物以外の中高層建築物（規則第２条第１項第７号に規定する建

築物をいう。）の解体工事で、解体する部分の床面積の合計が５００平方



- 2 - 

メートル以上であるもの 

(2) 大規模建築物（規則第２条第１項第８号に規定する建築物をいう。）、給

油取扱所（危険物の規制に関する政令（昭和３４年政令第３０６号）第３

条第１号に規定するものをいう。）その他これに類するものの解体工事で、

近隣住民等の生活環境に著しい影響を与えるものとして市長が認めるも

の 

（事業者等の責務） 

第４条 事業者等は、紛争を未然に防止するため、解体工事を計画するに当た

っては、近隣住民等の生活環境に及ぼす影響について十分に配慮をするとと

もに、良好な近隣関係を損なわないように努めなければならない。 

２ 事業者等は、解体工事を行うときは、次に掲げる事項に配慮しなければな

らない。 

(1) 低騒音・低振動型の建設機械を使用するように努めること。 

(2) 仮囲い又は養生シートの設置その他周囲への災害防止のための措置を行

うこと。 

(3) 粉じんを生じるおそれがあるときは、散水等適切な措置を行うこと。 

(4) 資機材の搬出入及び工事関係車両の通行の際は、作業音の発生に留意す

ること。 

(5) 通行人の安全確保を図るため、工事関係車両の出入りの際には、誘導員

を配置すること。 

(6) 騒音、振動、粉じん等が近隣住民等の生活環境に著しく影響を与えると

想定されるときは、それらについて対策を行うこと。 

(7) アスベストその他人体又は環境に有害な物質があるときは、関係法令に

基づき適切な処理を行うこと。 

(8) 緊急時における応急補修・点検及び必要に応じた環境調査の実施につい

て、あらかじめ定めておくこと。 

３ 事業者等は、紛争が生じたときは、近隣住民等の意見を尊重し、自主的に

解決するように努めなければならない。 

４ 事業者等は、解体工事により被害が発生したときは、誠実に対応するよう

に努めなければならない。 

（標識の設置） 

第５条 事業者等は、建築物の解体工事を行おうとするときは、近隣住民等に

対し、解体工事に係る計画の周知を図るため、工事を開始しようとする日の
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１５日前までに標識(第 1 号様式）を設置しなければならない。 

２ 前項による標識は、解体する建築物の敷地の道路に面する部分（その敷地

が２以上の道路に面する場合には、それぞれの道路に面する部分）に、地面

から標識の下端までの高さがおおむね１メートルとなるように設置しなけれ

ばならない。 

３ 事業者等は、風雨等により容易に破損せず、又は倒壊しない方法で標識を

設置するとともに、その記載事項が解体工事の期間中不鮮明とならないよう

に維持管理しなければならない。 

４ 事業者等は、前３項の規定により標識を設置したときは、その日の翌日か

ら起算して５日以内に解体工事標識設置届（第２号様式）を市長に提出しな

ければならない。 

（周知の方法等） 

第６条 事業者等は、建築物の解体工事を行おうとするときは、工事を開始し

ようとする日の７日前までに近隣住民等に対し、解体工事に係る計画の内容

について、説明会その他適切な方法（以下「説明会等」という。）により、周

知しなければならない。ただし、規則第２条第１項第６号に規定する工業系

地域における解体工事であり、かつ、近隣住民の中に居住者及び特定関係者

（精密機器の製造その他その業態から明らかに著しい影響を受ける者をい

う。）がいないものについては、これを要しない。 

２ 事業者等は、前項本文の規定による説明会等を実施したときは、工事を開

始しようとする日の前日までに解体工事近隣説明結果報告書（第３号様式）

を市長に提出しなければならない。 

（周知事項） 

第７条 事業者等は、前条の規定による説明会等において、次に掲げる事項そ

の他必要な事項を周知しなければならない。 

(1) 解体する建築物の規模及び構造 

(2) 解体する建築物と隣接建築物との位置関係 

(3) 工期、解体方法、作業時間及び作業内容 

(4) 解体工事における安全対策及び騒音、振動、粉じん等に対する防止対策 

(5) 資材、廃材等の搬出入経路及び工事車両の通行経路 

(6) アスベストその他の有害物質の調査及び処理対策 

（計画変更の報告） 

第８条 事業者等は、解体工事に係る計画に変更が生じたときは、変更する内
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容について速やかに近隣住民等に周知するとともに、市長に報告しなければ

ならない。ただし、変更する内容が軽微なものとして市長が認めるものにつ

いては、これを要しない。 

（状況等の報告） 

第９条 市長は、解体工事に関する状況等について事業者等に対し、必要に応

じて報告を求めることができる。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

 


